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政 策 経 営 会 議 資 料 

令和 7 年 1 月 14 日 

総合政策部企画政策課 

都市計画部都市計画課 

 

次期新宿区基本構想及び新宿区総合計画の策定と第二期新宿区総合戦略の取扱いについて 

 

現在の基本構想は、平成 19 年 12 月に、おおむね 20 年後の令和 7 年（2025 年）を想定し、新宿区の

「めざすまちの姿」を定めて策定された。その後、平成 23 年の地方自治法改正により、基本構想の法的

な策定義務はなくなっていることから、現行の基本構想を令和 9 年度までとし、今後の基本構想の取扱

いについて検討を行うとともに、令和 10年度からの次期総合計画の策定を下記のとおり進めていく。ま

た、「第二期新宿区総合戦略」の計画期間を令和 9年度まで延長し、次期総合計画に総合戦略を統合する。 

 

記 

 

1 基本構想及び総合計画の概要 

①基本構想  平成 19 年 12 月に策定、おおむね 20年後の令和 7年（2025 年）を想定した新宿 

       区の“めざすまちの姿”を「『新宿力』で創造する、やすらぎとにぎわいのまち」 

       とした。 

    ②総合計画  基本構想で掲げる新宿区の“めざすまちの姿”の実現に向けて、平成 30 年度～ 

          令和 9 年度までの 10年間を計画期間として策定した。 

       ※総合計画は、行財政運営の指針である「基本計画」と都市計画法第 18 条の 2に基づく 

      「都市計画に関する基本方針（都市マスタープラン）」を一体的な計画として策定 

 

２ 令和 7年度の主な検討事項 

   ①平成 23 年の地方自治法の改正により、策定の義務付けがなくなった基本構想の取扱いについて 

   ②現行の基本構想及び総合計画に定める「基本政策」等の検証 

    （参考：現行の基本政策） 基本政策Ⅰ 暮らしやすさ１番の新宿 

            基本政策Ⅱ 新宿の高度防災都市化と安全安心の強化 

            基本政策Ⅲ 賑わい都市・新宿の創造 

            基本政策Ⅳ 健全な区財政の確立 

            基本政策Ⅴ 好感度１番の区役所 

    ③次期総合計画への総合戦略及び人口ビジョンの包含について 

 

３ 「第二期新宿区総合戦略」の取扱いについて 

現行の総合戦略（「第二期新宿区総合戦略」）は、令和 2 年度から令和 6年度までを計画期間として策

定されている。 

国は、各地方自治体が基本計画を見直す際に、デジタルの力を活用した地方創生という目的を明確に

し、目標や重要業績評価指標（KPI）を設定するなど、地方版総合戦略としての内容も備えているような

場合には、基本計画と一体的に策定することを可能としている。 
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こうしたことから、次期総合戦略は、令和 10年度からの次期総合計画に包含するものとして策定し、

それまでの間は新たな総合戦略を策定せず、現行の総合戦略の計画期間を現行の総合計画の計画期間満

了となる令和 9年度まで 3 年間延長する。 

また、総合戦略策定にあわせ、人口ビジョンの改訂が必要となるが、総合戦略の計画期間延長に伴い

人口ビジョンについても次期総合計画に包含するため、改訂については先送りとする。 

 

４ 現行総合戦略の計画期間の延長に伴う対応について 

  現行総合戦略の計画期間延長に伴い、総合戦略に記載された令和 6年度末の重要業績評価指標（KPI）

を令和 9 年度末のものに更新した一覧を別途作成し、公表する。 

 

参考 

●地方版総合戦略の策定・効果検証のための手引き（令和 5年 12 月版） 

内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局内閣府地方創生推進室 

6‐1 総合計画等と地方版総合戦略との関係 

地方版総合戦略は、以下 2 点の理由から、基本的には単独の地方版総合戦略として策定するこ

とが適切です。 

・地方版総合戦略と総合計画等との目的や政策範囲が一致しない。 

地方版総合戦略・デジタルの力を活用した地方創生を目的とする。 

総合計画等・・・地方公共団体の総合的な振興・発展等を目的とする。 

・地方版総合戦略は、数値目標や重要業績評価指標（KPI）を設定することが適切だが、総合計

画等においては必ずしも設定を行うものではない。 

ただし、総合計画や DX の推進に関する計画等を見直す際に、見直し後のこれらの計画等が、デ

ジタルの力を活用した地方創生という目的が明確であり、目標や重要業績評価指標（KPI）が設定

されるなど、地方版総合戦略としての内容も備えているような場合には、これらの計画等と地方版

総合戦略を一つのものとして策定することは可能です。 

 

 

５ 今後のスケジュールについて 

    【令和 6 年度】 

   令和 7年 2月 12 日 常任委員会報告 

    【令和 7 年度】 

令和 7年 4月 次期基本構想及び総合計画策定に向けた庁内検討開始 

令和 8年 2月 政策経営会議 （次期基本構想及び総合計画の策定方針決定） 

    【令和 8 年度】 

 令和 8 年 6 月 第 2回定例会へ「基本構想等の議決に関する条例」（案）を議案として提出 

令和 8年 7 月 基本構想審議会設置、諮問 

令和 9年 1 月 次期基本構想及び総合計画の答申 

    【令和 9 年度】 

令和 9年 12 月 第 4 回定例会へ「基本構想」（案）及び「総合計画」（案）を議案として提出 

     令和 10 年 2 月 第一次実行計画策定  


